
令和５年度 鳥取県 熱中症搬送者の割合（年代別）
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防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

　
熱
中
症
は
、
高
温
多
湿
な
環
境
に
長
く

い
る
こ
と
で
、
体
温
調
節
機
能
が
う
ま
く

働
か
な
く
な
り
、
体
内
に
熱
が
こ
も
っ
た

状
態
で
す
。
屋
外
だ
け
で
な
く
室
内
で
何

も
し
て
い
な
い
と
き
で
も
発
症
し
、
救
急

搬
送
が
必
要
な
場
合
や
、
死
亡
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
熱
中
症
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
身
に

つ
け
、
体
調
の
変
化
に
気
を
つ
け
る
と
と

も
に
、
周
囲
に
も
気
を
配
り
、
熱
中
症
に

よ
る
健
康
被
害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　
　
熱
中
症
の
症
状

　
め
ま
い
、
立
ち
く
ら
み
、
生
あ
く
び
、

　
筋
肉
痛
、
筋
肉
の
こ
む
ら
返
り
、

　
大
量
の
発
汗
、
な
ど

 

病
状
が
進
む
と
…

　
頭
痛
、
嘔
吐
、
倦
怠
感
、
判
断
力
低
下
、

　
集
中
力
低
下
、
な
ど

熱
中
症
を
防
ぐ
た
め
の
対
策

1 

暑
さ
を
避
け
る

　
急
に
暑
く
な
っ
た
日
は
熱
中
症
に
な
り

や
す
い
で
す
。
暑
い
日
や
暑
い
時
間
帯
の

活
動
は
控
え
、
外
出
時
に
は
日
傘
や
帽
子

を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
室
内
で
は

エ
ア
コ
ン
と
扇
風
機
を
併
用
す
る
な
ど
し

て
、
部
屋
の
温
度
を
調
整
し
ま
し
ょ
う
。

　

ご
家
庭
に
お
い
て
要
介
護
者
を
介
護
し
て

い
る
家
族
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
、
ま
た
、

要
介
護
者
の
在
宅
生
活
の
継
続
・
向
上
を
図

る
た
め
、
介
護
用
品
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

◉�

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
判
定
さ
れ
た
要
介

護
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族

◉�

要
介
護
者
お
よ
び
介
護
者
が
町
内
に
住
所

を
有
す
る
方

◉�

要
介
護
者
お
よ
び
介
護
者
が
町
民
税
非

課
税
世
帯
の
方

※  

介
護
用
品
の
必
要
状
況
、家
族
の
介
護
状
態
、

生
活
実
態
等
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。

※  

施
設
入
所
や
病
院
に
入
院
さ
れ
て
い
る
方
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

支
給
対
象
物
品

　

�

紙
お
む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド
、
使
い
捨
て

手
袋
、
清
拭
剤
、
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
な
ど

支
給
額

　

�

要
介
護
者
１
人
に
つ
き
、年
額
７
万
５
千
円

以
内
（
月
額
６
千
２
５
０
円
程
度
）

申
請
方
法

①��

保
健
課
へ
「
家
族
介
護
支
援
事
業
利
用
申

請
書
」
を
提
出

②��

決
定
後
、
町
登
録
事
業
者
か
ら
介
護
用

品
を
受
け
取
る
。

※  

決
定
前
の
購
入
や
町
登
録
事
業
者
以
外
で
の

購
入
は
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　
保
健
課 

介
護
保
険
係 

☎
72–

３
５
５
５

2 

こ
ま
め
な
水
分
補
給
を
す
る

　
室
内
で
も
、
の
ど
の
渇
き
を
感
じ
る
前

に
、
こ
ま
め
な
水
分
補
給
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
大
量
に
汗
を
か
い
た
場
合
は
塩
分
も
忘

れ
ず
に
補
給
し
ま
し
ょ
う
。

3 

日
頃
か
ら
健
康
管
理
を
す
る

　
日
頃
か
ら
体
温
測
定
や
健
康
チ
ェ
ッ
ク

を
し
ま
し
ょ
う
。

　
体
調
が
悪
い
と
感
じ
た
時
は
、
無
理
を

せ
ず
自
宅
で
静
養
し
ま
し
ょ
う
。

熱
中
症
が
疑
わ
れ
る
人
を
見
か
け
た
ら

▼  

エ
ア
コ
ン
が
効
い
て
い
る
室
内
や
風
通

し
の
よ
い
日
陰
な
ど
涼
し
い
場
所
へ
避

難
さ
せ
る
。

▼  

衣
服
を
ゆ
る
め
、か
ら
だ
を
冷
や
す
（
首

の
周
り
、脇
の
下
、足
の
付
け
根
な
ど
）。

▼  

水
分
・
塩
分
、
経
口
補
水
液
な
ど
を
補

給
さ
せ
る
。

▼  

自
力
で
水
が
飲
め
な
い
、
呼
び
か
け
に

応
じ
な
い
場
合
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
救

急
車
を
呼
ぶ
。

　
特
に
、
本
人
が
自
覚
症
状
を
訴
え
に
く

い
高
齢
者
や
乳
幼
児
等
の
場
合
は
、
周
囲

の
方
が
積
極
的
に
声
を
か
け
て
様
子
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

18 歳未満
13％

18歳～ 64歳18歳～ 64歳
25％25％ 65歳以上65歳以上

62％62％

高齢者が約 6割を占めて
いますが、運動中や屋外
作業中など若い年代の事
例も発生しています。

高齢者は住居内での発生
が最も多く、外出時や農
作業中も多く発生してい
ます。 （令和５年度　鳥取県統計より）

水分補給の目安量

１日あたり
1.2 リットル
を目安に！

コップ
約８杯分

保健課だより 保健係 ☎72-3566　介護保険係 ☎72-3555
地域包括支援センター ☎72-3574　　　　　／ FAX72-3565 保健課だより保健係 ☎72-3566　介護保険係 ☎72-3555
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特定入所者介護サービス費（介護保険負担限度額認定）特定入所者介護サービス費（介護保険負担限度額認定）についてについて

　介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院）に入所したときや短期入所サービス
を利用したときの食費・居住費（短期入所サービスの場合は滞在費）について、低所得の方（生活保護を受
給している方または町民税非課税世帯の方）は、負担の軽減が受けられます。
　軽減を受けるには申請が必要です。審査後、該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
認定の有効期限は最初に到来する７月末日までです。

改正内容について
　介護保険制度の一部改正により、令和６年８月から介護保険施設及び短期入所サービスの基準費用額（居
住費）が見直され、また、介護保険負担限度額の居住費（日額）が変わります。（第１段階の多床室利用者
については変更ありません。）

認定要件 　次の３つの要件全てに該当する方
　①�本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税であること
　②�配偶者が住民税非課税であること（別世帯の配偶者を含む）
　③�預貯金等の合計額が、下表の預貯金等の資産の状況に該当していること

８月から介護保険施設の負担限度額が変わります８月から介護保険施設の負担限度額が変わります

《食費・居住費（滞在費）の負担限度額（日額）》　（令和６年８月から）　　
利
用
者
負
担
段
階

対　　象　　者

居住費（滞在費）

食費
（短期入所）ユニット型

個室

ユニット型
個室的多床室 多床室
従来型個室

第
１
段
階

町民税非課税世帯で老齢福祉年
金を受給している方、生活保護
を受給している方

かつ、預貯金などが
単身 1,000 万円
（夫婦 2,000 万円）以下

880円 550円
（380円） 0円 300円

第
２
段
階

町民税非課税世帯の方のうち、
合計所得金額＋課税年金収入額
＋非課税年金収入額が 80 万円
以下の方

かつ、預貯金などが
単身 650万円
（夫婦 1,650 万円）以下

880円 550円
（480円） 430円 390円

（600円）

第
３
段
階
①

町民税非課税世帯の方のうち、
合計所得金額＋課税年金収入額
＋非課税年金収入額が 80 万円
超 120万円以下の方

かつ、預貯金などが
単身 550万円
（夫婦 1,550 万円）以下

1,370 円 1,370 円
（880円） 430円 650円

（1,000 円）

第
３
段
階
②

町民税非課税世帯の方のうち、
合計所得金額＋課税年金収入額
＋非課税年金収入額が 120万円
超の方

かつ、預貯金などが
単身 500万円
（夫婦 1,500 万円）以下

1,370 円 1,370 円
（880円） 430円 1,360 円

（1,300 円）

第
４
段
階

上記条件に該当しない方（町民税課税世帯など） 居住費等・食費については、施設が定めた金額を
お支払いいただくことになります。

※従来型個室の（　）内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額

� 問い合わせ 　�保健課　介護保険係 ☎72-3555　

保健課だより 保健係 ☎72-3566　介護保険係 ☎72-3555
地域包括支援センター ☎72-3574　　　　　／ FAX72-3565
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